
香美市告示第１９０号 

 

 香美市契約規則（平成１８年香美市規則第５３号）第３条及び第２３条の規定に基づき、

令和６年度及び令和７年度に香美市が発注する測量・建築関係建設コンサルタント・土木関

係建設コンサルタント・地質調査業務・補償関係コンサルタント・土木関係その他業務の一

般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期及び方法等に

ついて次のとおり定める。 

 

令和５年１２月１日 

 

香美市長 依光 晃一郎 

 

 

令和６・７年度香美市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項

及び第１６７条の１１第２項の規定に基づき、香美市が発注する土木、建築事業等に係る

調査、計画及び設計の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（以

下「入札参加資格」という。）及び入札参加資格の審査（以下「資格審査」という。）等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

（入札参加資格者） 

第２条 入札参加資格のある者（以下「入札参加資格者」という。）は、次条で定める資格審

査を受け、香美市測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載された者とする。 

 

（資格審査） 

第３条 資格審査は、当該資格審査を申請する日（以下「申請日」という。）前の直近の１０

月１日を審査基準日として実施するものとする。 

２ 資格審査は、高知県が共同にて受付を行い、原則として２年ごとに実施するものとする。

ただし、高知県知事が必要と認めるときは、当該年度以外においても実施することができ

る。 

３ 前項本文の規定により実施される資格審査に係る入札参加資格の有効期間は、申請日の

属する年度の翌年度の４月１日から２年間とする。 

４ 第２項ただし書の規定に基づき実施される資格審査に係る入札参加資格の有効期間は、

申請日の属する年度の翌年度の４月１日から１年間とする。 

５ 資格審査を申請しようとする者は、高知県の定める「高知県測量、建設コンサルタント

等業務競争入札参加資格審査要綱」（平成１８年１２月高知県告示第７７２号）に基づき、

高知県入札参加資格共同電子申請システムにて入力又はアップロードをして、高知県知事



に申請を行わなければならない。 

６ 次に掲げる者は、資格審査を申請することができない。 

（１） 高知県内に主たる営業所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者 

ア 資格審査を申請する業務について、審査基準日までに法律上必要な資格を有してい

ない者 

イ 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税又は市町村税を滞納している

者。ただし、資格審査を申請する日までに完納した場合は、この限りでない。 

ウ 県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者（資格審査を

初めて申請する者（以下この号において「新規申請者」という。）を除く。）にあって

は、個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をしていない者で、当

該市町村において個人住民税を特別徴収するための手続きを申請日までにしていない

者、県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者のうち新規

申請者にあっては、個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする

旨の誓約を申請日までにしない者、県内の市町村において個人住民税を特別徴収する

べき従業員がいない者にあっては、個人住民税を特別徴収するべき従業員が生じたと

きに個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請

日までにしない者、県内の市町村において新たに事業を開始しているが個人住民税の

特別徴収義務者に該当するか否かの判断がされていない者にあっては、個人住民税の

特別徴収義務者に該当することとなったとき（個人住民税を特別徴収するべき従業員

が生じたときを含む。）に個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を

する旨の誓約を申請日までにしない者 

エ 手形又は小切手の不渡り事故を引き起こし、銀行当座取引を停止されている者 

オ 破産者で復権を得ない者 

カ 申請日までに企業規模に応じたコンプライアンス基本方針を策定していない者 

キ アからカまでに掲げる者のほか、経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（２） 高知県外に主たる営業所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者 
ア 前号ア、エ、オ又はキのいずれかに該当する者 

イ 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、都道府県税（高知県内に従たる営

業所を有する者にあっては、当該従たる営業所を管轄する県税事務所長の課した県税

を含む。）又は区市町村税を滞納している者。ただし、申請日までに完納した場合は、

この限りでない。 

ウ 測量業務にあっては、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の登録

を受けていない者 

エ 土木関係建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント登録規程（昭和

５２年４月建設省告示第７１７号）第２条第１項の登録を受けていない者 

オ 建築関係コンサルタント業務にあっては、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２３条第１項の登録を受けていない者 

カ 地質調査業務にあっては、地質調査業者登録規程（昭和５２年４月建設省告示第７

１８号）第２条第１項の登録を受けていない者 

キ 補償コンサルタント業務にあっては、補償コンサルタント登録規程（昭和５９年９



月建設省告示第１３４１号）第２条第１項又は不動産の鑑定評価に関する法律（昭和

３８年法律第１５２号）第２２条第１項の登録を受けていない者 

ク 土木関係その他業務のうち、環境調査業務及び水質等分析業務にあっては、計量法

（平成４年法律第５１号）第１０７条の登録を受けていない者 

（３） 香美市事業等からの暴力団の排除に関する規則（平成２５年香美市規則第５号）第

４条各号のいずれかに該当する者 

 

（資格審査結果公表） 

第４条 市長は、資格審査の結果、資格者名簿に登載された者を香美市ホームページにおい

て公表するものとする。 

 

（変更届） 

第５条 資格審査を申請した者又は資格者名簿に登載された者は、申請内容の変更があった

ときは、直ちに、高知県知事が別に定める高知県測量・建設コンサルタント等競争入札参

加資格審査申請書記載事項変更届に記載すべきこととされている事項を高知県入札参加資

格共同電子申請システムに入力して高知県知事に届け出なければならない。 

２ 前項において高知県知事に届け出をした場合、入札参加資格記載事項変更届（以下、「変

更届」という。）を直ちに市長に提出しなければならない。 

 

（入札参加資格の取消し） 

第６条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その

資格を取り消すものとする。 

（１） 業務に関し法律上必要とする登録を取り消されたとき。 

（２） 資格審査の重要な事項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 

（３）  第３条第６項第１号エからキまで（高知県外に主たる営業所を有する者にあっては、

同号カを除く。）又は同条第６項第３号に該当することとなったとき。 

（４） 入札参加資格を辞退したとき。 

 

（入札参加資格の承継） 

第７条 会社の合併等において、営業の同一性が認められる場合、合併等の日の翌日を審査

基準日とみなし、申請により随時資格審査を行い、高知県の定める「高知県測量、建設コ

ンサルタント等業務競争入札参加資格審査要綱」に基づき、高知県知事に届け出なければ

ならない。 

２ 前項において高知県知事に届け出をした場合、第５条第２項に記載の変更届及び市長が

必要があると認める書類を市長に提出すること。 

 

 （入札参加資格の再審査） 

第８条 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を高知県知

事に報告しなければならない。この場合、当該入札参加資格者の申請により資格の再審査

を行うものとする。 



（１） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による会社更生手続き開始の申立てを行

ったとき。 

（２） 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成１１年法律第１５８

号）による特定債務等の調整に係る調停の申立てを行ったとき。 

（３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続き開始の申立てを行った

とき。 

 

附 則 

（施行期日） 

 １ この告示は、令和５年１２月１日から施行する。 

（失効） 

 ２ この告示は、令和８年５月３１日限り、その効力を失う。 

 


